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＜はじめに＞

　水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保証するために不可欠であり水道水の

水質管理において中核をなすものです。
　水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定めたもの

です。

　　　水質検査計画の策定の背景

　　　平成16年4月1日に施行された水質基準に関する省令において、全国的にみれば検出

　　率は低い物質（項目）であっても、地域、原水の種類や浄水方法により人の健康の保

　　護又は生活上の支障を生じるおそれのあるものについては、すべて水道法第4条の水質

　　基準項目として設定されました。また、それに伴い、水質検査においては、各水道事業

　　者が状況に応じて省略することも可能とされました。 そのため、水質基準項目ごとの

　　採水の場所、検査頻度並びに検査省略可能項目についての規定が設けられ、さらに、

　　水質検査の透明性を確保するため、検査頻度や検査項目について、その理由等を記載

　　する水質検査計画を策定し、町民の皆様により安心してお使い頂けるよう公表すること

　　とされました。
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２．三股町水道事業の概要

給水区域内人口 25,570人

給水世帯数 11,706世帯

普及率 100.0%

計画1日最大給水量（施設能力） 11,000m3

1日最大給水量 9,183m3

年間給水量 2,854千m3

（１）三股町水道事業のあゆみ

○給水状況（令和6年度水道統計）

　　　三股町の上水道事業は、昭和35年8月に創設認可を受け、同36年7月より給水人口

　　5,000人、計画給水量750m3/日の規模で事業を開始してから65年が経過しました。

　　この間、6次にわたる拡張事業を実施し、中央浄水場では、計画給水量10,770/m3日

　　の施設規模となっています。

　　また、平成18年度より長田簡易水道事業整備を行い、平成21年度に三股町上水道へ

　　事業統合を行いました。長田浄水配水場は計画給水量230/m3日の施設規模となって

　　います。

　　　本町の配水管延長は、拡張事業および長田区域への管布設の結果253ｋｍ(令和6年度

　　末現在)を超えました。現在は主に老朽管の布設替えをすすめています。

　　　三股町中央浄水場は沖水川周辺に設置された9箇所の取水井(深井戸)から地下水を

　　取水しています。浄水場で塩素消毒を行った後、中央第4配水池を経由し、中央第2・

　　第3配水池及び中央高区配水池に送水。中央第2・第3配水池からは自然流下方式、中央

　　高区配水池・第3配水池からは自然流下・ポンプ圧送併用方式で皆さんのお宅や事業所

　　などに給水しています。

　　　長田浄水配水場においても、沖水川周辺に設置された2箇所の取水井(深井戸)から

　　地下水を取水しています。浄水設備で塩素消毒を行った後、場内の配水池より、自然

　　流下・ポンプ圧送併用方式で給水しています。

（２）給水状況と水道施設のあらまし
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○主な水道施設の概要

　１）浄水場

三股町中央浄水場 所在地

施設能力

浄水池容量

使用薬品

三股町長田浄水配水場 所在地

施設能力

浄水池容量

使用薬品

　　２）配水池

所在地

容量

所在地

容量

所在地

容量

所在地

容量

所在地

容量

三股町大字長田字大八重5296番地89

230m3/日

243m3（SUS製243m3×1基）

中央低区第3配水池

三股町大字樺山後畑3689番地1

三股町大字樺山射場迫3813番地7

400m3（RC造）

2,000m3（SUS造）

1,000m3（PC造）

中央低区第2配水池

中央高区配水池

中央低区第4配水池
三股町大字樺山後畑3717番地2

三股町大字樺山後畑3718番地1

10,770m3/日

560m3（SUS製280m3×2基）

消毒剤－次亜塩素酸ナトリウム

消毒剤－次亜塩素酸ナトリウム

長田地区浄配水池
三股町大字長田字大八重5296番地89

243m3（SUS造）

2,000m3（PC造）

三股町大字樺山後畑3696番地1

3



　　３）加圧ポンプ施設

所在地

施設能力

所在地

施設能力

所在地

施設能力

所在地

施設能力

　　４）減圧施設

所在地

施設能力

所在地

施設能力

所在地

施設能力

井戸名 さく井年月 口径 深度

中央2号井 S.４０.１０ ２５０A １００ｍ

中央3号井 S.４０.１０ ２５０A １００ｍ

中央4号井 S.４６.　９ ２５０A ５６.５ｍ

中央5号井 S.５１.１２ ３５０A ６０ｍ

中央6号井 S.６２.　７ ３００A ７０ｍ

中央7号井 S.５８.１１ ３５０A ７０ｍ

中央8号井 S.６３.　３ ３００A ７０ｍ

中央9号井 H.２３． ３ ３００A ９０ｍ

北部2号井 S.４５ ３００A ６１ｍ

長田第1水源 H.１９.　３ ２００A ６１ｍ

長田第2水源 H.１７.　３ ２００A ６１ｍ

中央高区加圧ポンプ場
三股町大字樺山後畑3696番地1

15ｋｗ×4台

寺柱加圧ポンプ場
三股町大字宮村前畑1195番地

7.5ｋｗ×2台

長田第1加圧ポンプ
三股町大字長田字大八重5296番地89

3.7ｋｗ×2台

　　５）取水井（深井戸）

長田第2加圧ポンプ
三股町大字長田字内ノ木場5092番地8地先

0.75ｋｗ×1台

長田第1減圧施設
三股町大字長田字政矢谷5515番地10地先

減圧弁　φ150㎜×1基

長田第3減圧施設
三股町大字長田字天木野6439番地3

減圧弁　φ150㎜×1基

三股町大字長田字御崎原4695番地2

減圧弁　φ150㎜×1基
長田第2減圧施設
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３．水質検査計画

（１）水質検査の基本方針

　　①　検査地点は、水質基準が適用される蛇口に加えて、浄水場及び水源とします。

　　②　検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目、検査計画に位置

　　　づけることが望ましいとされている水質管理目標設定項目、及び三股町が独自に行

　　　う水質項目とします。
　　③     検査頻度は、水道法及び本町の過去１０年間の水質検査結果等に基づいて、項目

　　　に応じて頻度を設定し検査を実施します。

（２）検査項目及び検査頻度

　①浄水の検査（法令検査）

　　○毎日検査（毎日行わなければならない検査）

　　　　　1日1回、町内7箇所の給水栓において、色・濁り・異常な臭味・塩素の残留効果

　　　（残留塩素）の検査を行います。

　　　　　また、浄水場や水源地、ポンプ場においても原水濁度・原水ｐｈ・残留塩素濃度を

　　　　常時監視しています。

　　○毎月検査（毎月行わなければならない検査）

　　　　　1ヶ月に1回、町内3箇所の給水栓において、水質変化の指標となる10項目の水質

　　　　検査を行います。

　　○省略不可能項目（検査頻度を省略できない25項目）

　　　　　3ヶ月に1回、町内3箇所の給水栓において、省略不可能項目について水質検査を

　　　　行います。

　　○水質基準項目（水質基準の全53項目）

　　　　　1年に1回、町内3箇所の給水栓において、水質基準項目（全53項目）について

　　　　水質検査を行います。

　　　　　過去の検査結果にもとづき、３年に１回以上に検査頻度を緩和することができ

　　　　ますが、安全性を確認するため１年に１回実施します。

　　○水質管理目標設定項目

　　　　　浄水中で一定の検出実績はあるが、毒性評価が暫定的であるため水質基準とさ

　　　　れなかったもの、または現在まで浄水中では水質基準とする必要があるようなレ

　　　　ベルの濃度で検出されていないが、今後、一定濃度を超えて検出される可能性が

　　　　あるものなど、水質管理上留意すべき項目について検査を行います。

5



②原水の検査

　　　○水質基準項目

　　　○ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査

検査項目 検査頻度 採水地点

毎日検査 町内7箇所の給水栓

色・濁り・臭味・残留塩素 （D･E･F･G･H･I･Ｊ地点）

毎月検査 町内3箇所の給水栓

水質基準10項目 （Ａ・Ｂ・Ｃ地点）

省略不可能項目 町内3箇所の給水栓

水質基準25項目 （Ａ・Ｂ・Ｃ地点）

水質基準項目 町内3箇所の給水栓

　水質基準53項目 （Ａ・Ｂ・Ｃ地点）

水質基準項目（原水） 中央浄水場

　水質基準40項目 長田第一及び長田第二水源

指標菌検査（原水） 中央浄水場

　大腸菌・嫌気性芽胞菌 長田第一及び長田第二水源

（3）   採水地点

　　①浄水

　　　　水質基準項目の検査を実施する末端の給水栓を3地点設定しました。

　　　　また、毎日検査を行う末端の給水栓を7地点設定しました。

　　水質基準項目　A地点･･･前目児童公園（低区の末端）

　　　　　　　　　B地点･･･小鷺巣集落センター（高区の末端）

　　　　　　　　　C地点･･･大野集落センター（長田地区）

　　　　毎日検査　D地点･･･宮村地区　　　H地点･･･大野地区

　　　　　　　　　E地点･･･植木地区　　　I地点･･･大八重地区

　　　　　　　　　F地点･･･蓼池地区　　　J地点･･･稗田地区

　　　　　　　　　G地点･･･梶山地区

　年1回

　　　　　最も水質が悪化する時期を考慮して、水質基準項目のうち消毒副生成物を除い
　　　　た40項目の水質検査を行います。

　　　　　ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ（病原微生物）の指標である菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌）の検査
　　　　を毎月行います。

　毎日

　毎月

中央浄水場及び長田水源

　年1回

　毎月

水質管理目標設定項目（原水・浄水） 年1回 ※但し長田水源

については隔年交互とする。

　年3回
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②原水

　　　　水源の水質を確認するため、浄水場で採水し検査を行います。

（４）   臨時の水質検査

　　　水源等で次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことが

　　できず、蛇口の水で水質基準を超える恐れがある場合には、直ちに取水又は給水を

　　停止し、必要に応じて水源、浄水場及び蛇口等から採水し、臨時の水質検査を行い

　　ます。検査項目は、基本的に全53項目の検査を行います。

　　　①     原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき

　　　②     臭気等に著しい変化が生じるなどの異常があったとき

　　　③     給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき

　　　④     魚が死んで多数の浮上があるとき

　　　⑤     その他特に必要があると認められたとき

　　※臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、

　　　蛇口の水の安全性が確認されるまで行います。

（５）水質検査の委託内容

　　　採水・水質検査・成績書の発行までの業務を水道法第20条第3項による厚生労働

　　大臣登録機関に委託して行います。

　　　委託先の選定については、検査制度と信頼性を重視します。

　　　①　水道水質検査においては、その精度と信頼性の保証は極めて重要です。この

　　　　ため、本町が加入している（社）日本水道協会は水道ＧＬＰ（優良試験所基準）

　　　　を定めましたので、ＧＬＰの考え方を取り入れた体制を導入します。

　　　②　水質基準項目において、全ての項目が自社分析できる検査機関とします。

　　　③　臨時の水質検査において、少なくとも3日～4日で検査結果の出せる検査体

　　　　制が整備されている検査機関とします。

（６）水質管理において留意する事項

　　　①　浄水の水質検査結果を基に、水質の安全性を判定し評価を行います。また、

　　　　原水に関しても同様の評価を行って、浄水管理の指標とします。

　　　②　水質検査計画は、過去の検査結果等を考慮して毎年見直しを実施していきます。

　　　③　検査計画外の項目に関しては、必要があれば臨時の水質検査として取り入れて
　　　　いきます。
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番号 定期検査項目
省略

の可否

基本

検査頻度

最少

検査頻度

基準値
(ｍｇ/ｌ)

過去10年間の中央

地区　最大値

過去10年間の長田

地区　最大値

毎日

検査

毎月

検査

省略不可能

項目

(3ヶ月に1回)

基準項目

(1年に1回)

基準項目

（原水・年1回）

検査

実施

回数
設定理由等

基１ 一般細菌 不可 100個/ｍｌ 2 13 ○ ○ ○ ○
基２ 大腸菌 不可 不検出 不検出 不検出 ○ ○ ○ ○
基３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 0.0003未満 0.0003未満 ○ ○
基４ 水銀及びその化合物 0.0005 0.00005未満 0.00005未満 ○ ○
基５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基６ 鉛及びその化合物 0.01 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基７ ﾋ素及びその化合物 0.01 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.02 0.005未満 0.005未満 ○ ○
基９ 亜硝酸態窒素 不可 0.04 0.004未満 0.004未満 ○ ○ ○
基１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 不可 0.01 0.001未満 0.001未満 ○ ○ ○
基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 不可 10 1.0 1.4 ○ ○ ○
基１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8 0.08未満 0.08未満 ○ ○
基１３ ﾎｳ素及びその化合物 1.0 0.1未満 0.07 ○ ○
基１４ 四塩化炭素 0.002 0.0002未満 0.0002未満 ○ ○
基１５ １，４－ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 0.005未満 0.005未満 ○ ○

基１６
ｼｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ‐1,2‐ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.04 0.004未満 0.004未満 ○ ○

基１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 0.002未満 0.002未満 ○ ○
基１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基２１ 塩素酸 不可 0.6 0.06未満 0.32 ○ ○
基２２ ｸﾛﾛ酢酸 不可 0.02 0.002未満 0.002未満 ○ ○
基２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 不可 0.06 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 不可 0.03 0.003未満 0.003未満 ○ ○
基２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 不可 0.1 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基２６ 臭素酸 不可 0.01 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 不可 0.1 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 不可 0.03 0.003未満 0.003未満 ○ ○
基２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 不可 0.03 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 不可 0.09 0.001未満 0.001未満 ○ ○
基３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 不可 0.08 0.008未満 0.008未満 ○ ○
基３２ 亜鉛及びその化合物 1.0 0.01未満 0.01未満 ○ ○
基３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 0.02未満 0.02未満 ○ ○
基３４ 鉄及びその化合物 0.3 0.03未満 0.03未満 ○ ○
基３５ 銅及びその化合物 1.0 0.02 0.1未満 ○ ○
基３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 8 7.5 ○ ○
基３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 0.005未満 0.005未満 ○ ○
基３８ 塩化物ｲｵﾝ 不可 1回/月 200 5.2 4.5 ○ ○ ○ ○ 12回 水道法

基３９ ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 33 25 ○ ○
基４０ 蒸発残留物 500 123 89 ○ ○
基４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 0.02未満 0.02未満 ○ ○
基４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001 0.000001未満 0.000001未満 ○ ○
基４３ ２－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 0.000001未満 0.000001未満 ○ ○
基４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 0.002未満 0.002未満 ○ ○
基４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005 0.0005未満 0.0005未満 ○ ○
基４６ 有機物等（全有機炭素の量） 不可 3 0.5 0.7 ○ ○ ○ ○
基４７ pH値 不可 5.8～8.6 7.1 7.2 ○ ○ ○ ○
基４８ 味 不可 異常でない 異常でない 異常でない ○ ○ ○
基４９ 臭気 不可 異常でない 異常でない 異常でない ○ ○ ○ ○
基５０ 色度 不可 5 1 2 ○ ○ ○ ○
基５１ 濁度 不可 2 0.2 0.2 ○ ○ ○ ○
気５２ PFOS及びPFOA 不可 1回/3月 1回/3月 0.00005 0.00005未満 0.00005未満 〇 〇 〇 4回

毎１ 色 不可 ○
毎２ 濁り 不可 ○
毎３ 異常な臭味 不可 ○
毎4 消毒の残留効果（残留塩素濃度） 不可 ○ 〇 〇 〇

説明　：　１．「○」が検査する項目です。

1回

1回/日 1回/日

12回
水道法に基づく

検査頻度

藻類が発生す
る時期に検査

安全性確認
のため

安全性確認
のため

水道法に基づ
く検査頻度

安全性確認
のため

365回

12回

1回

1回

4回

水道法に基づ
く検査頻度

安全性確認
のため

安全性確認
のため

水道法に基づく
検査頻度

1回/3年

自動連続

測定を

している

場合

1回/3月

1回/3月

1回/月

1回

1回/3月 4回

水道法に基づ
く検査頻度

令和8年度水質検査計画

1回/月

1回/3月

藻類

繁殖期に

月1回

1回/3年

1回/月

1回/3年

1回/3年

1回/3月
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番号 項　　　目
目標値
(ｍｇ/ｌ)

検査
実施回数

備考

目１ アンチモン及びその化合物 0.02以下 1

目２ ウラン及びその化合物 ※0.002以下 1

目３ ニッケル及びその化合物 0.02以下 1

目４

目５ １，２－ジクロロエタン 0.004以下 1

目６

目７

目８ トルエン 0.4以下 1

目９ フタル酸ジー２－エチルヘキシル 0.08以下 1

目１０

目１１

目１２
使用していないため

検査を省略 消毒剤

目１３ ジクロロアセトニトリル ※0.01以下 1

目１４ 抱水クロラール ※0.02以下 1

目１５ 農薬類（91項目） 1以下 1 農薬

目１６
原水では検査出来な

いため省略 臭気

目１７ 味

目１８ 着色

目１９ 遊離炭酸 20以下 1 味

目２０ １，１，１－トリクロロエタン 0.3以下 1 臭気

目２１ メチル－ｔ－ブチルエーテル 0.02以下 1 一般有機物

目２２ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3以下
水質基準項目

として検査を実施 味

目２３ 臭気強度（TON） 3以下 1 臭気

目２４ 味

目２５ 基礎的性状

目２６ PH値 7.5程度 腐食

目２７ 腐食性（ランゲリア指数） -1程度以上 1 腐食

目２８ 従属栄養細菌
1mlの検水で形成される
集落数が2,000以下

1 指標

目２９ １，１－ジクロロエチレン 0.1以下 1

目３０
水質基準項目

として検査を実施

説明　：　１．「※」は暫定値を示します。

令和８年度水質検査計画
水質管理目標設定項目

水質基準項目
として

検査を実施

水質基準項目
として

検査を実施

無機物/重金
属

一般有機物

消毒副生成物

消毒副生成物

原水では検査出来な

いため省略
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中央3号井
中央6号井

中央高区配水池

中央低区第3配水池

中央高区加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場

中央低区第1配水池

中央低区第2配水池

中央2号井

中央8号井

中央4号井

中央5号井

中央7号井

北部2号井

寺柱加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場

宮村小学校

寺柱青年の家

寺
　
柱
　
川

三股中学校

町立病院

沖　水　川

梶
山
大
橋

三股町上水道施設位置図

（中央区域）

中央9号井

中央低区第4配水池

三股町中央浄水場



浄水池

高区配水池

塩素計

＜加圧ポンプ場＞

寺

柱

地

区

へ

配

水

(

ポ

ン

プ

圧

送)

ポ

ン

プ

圧

送

併

用)

加

圧

ポ

ン

プ

塩素計

∧
寺
柱
ポ
ン
プ
場
∨

2000ｍ
3

1000ｍ
3

Ｐ

280ｍ3 280ｍ3

1,000ｍ3 1,000ｍ3

400ｍ
3

(

自

然

流

下

高
区
へ
配
水

２

号

井

３

号

井

４

号

井

５

号

井

６

号

井

７

号

井

８

号

井

９

号

井

北

部

２

号

井

送水ポンプ

塩素計

加圧ポンプ

塩素計

(

自
然
流
下)

第4配水池

低区第2配水池 低区第3配水池

低
い
地
区
に
水
を
送
る

薬品注入機

中央浄水場

★三股町水道施設★

×2基



笹
葉
山
橋

清
水
谷
橋

第１水源 第２水源

第１加圧施設

長田浄水配水場

長田上水道施設位置図

（長田区域）

牧 野

第２減圧弁

仮屋農村広場

馬場下橋長春橋

大
野
橋

第１減圧弁

椎

八

重

公

園

236.9

237.52

宮田橋

第3減圧弁

長 田 峡 公 園
轟
集

落
セ
ン

タ

ー

轟木農村広場

内

之

325

340.9

30
0

352.0

348.5

346.6

346.4

344.74

325

303.4

309.3

P

長春

第２加圧施設

減圧施設

加圧施設



浄配水地

Ｐ Ｐ

Ｐ

濁度計
塩素

塩素計

第
１

加

圧
ポ

ン
プ

第１減圧弁

Ｐ

第２加圧ポンプ

第２減圧弁

第３減圧弁

＜長田浄水配水場＞

配水

配水

配水

配水

取水井取水井

第１水源 第２水源

★三股町長田区域水道施設フロー図★

大八重地区に配水

（内之木場地区の一部）

243m3

自
然
流
下

注入機×2基


